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　社会環境が変わっても、未来を担うこどもたちには無限の可能性があります。一人ひとりのこどもが
自分らしさを大切に健やかに成長し、夢を持って輝けるよう、社会全体でこどもを一人の人間として尊
重し、支え育むことが大切です。こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を優先して考慮し、こど
もの育ちを保障する環境を整えることは、地域の使命です。
　松阪市では、このたび子ども・子育て支援法第６１条に基づく「第２期松阪市子ども・子育て支援事業
計画」の改定時期を迎えることから、上記のことを踏まえ、こども基本法第10条に基づく「第３期松阪
市子ども・子育て支援事業計画」などを包含する「松阪市こども計画」を策定し、こども施策を総合的に
推進していきます。

計画策定の趣旨1

（１）人口の推移と推計
　本市の人口推移と推計をみると減少傾向となっており令和６年には156,711人となっています。
　年齢を年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）、老年人口（65歳以上）の３区分に分けて
みると、年少人口（０～14歳）は減少傾向が続いており、令和６年には18,142人となっています。それ
に対し、老年人口（65歳以上）は増加傾向を示し、令和６年には48,419人で、令和６年の高齢化率は
３０．９%となっています。
　少子高齢化の傾向は今後も続くものと見込まれます。

（２）就学前児童数の推移と推計
　就学前児童数の推移と推計をみると、総人口の減少とともに減少傾向で推移しており、令和６年で
は６，１０９人と、令和２年と比較すると1,146人減少しています。
　就学前児童数は、令和１１年には、5,240人に減少すると見込まれます。

こども・子育てを取り巻く現状と課題4

　本計画は、令和７年度から令和１１年度の５年間を計画期間とします。
　ただし、こどもの人口の推移や事業の進捗状況、法改正等により、計画期間内に一部事業を見直す
こともあります。

計画の期間3

計画の対象2
【こども・若者の範囲】

【人口の推移と推計】

【就学前児童数の推移と推計】

（年度）
令和5
（2023）

令和6
（2024）

令和7
（2025）

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和11
（2029）

令和10
（2028）

令和12
（2030）
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資料 ： 住民基本台帳（各年４月１日）

令和6年 令和7年

（実績）（推計）

（実績）（人）

（人）

（推計）

令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

令和２年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

20,204 19,779 19,370 18,796 18,142 19,013 18,417 17,855 17,231 16,689

94,459 93,386 92,136 91,086 90,150 87,469 86,530 85,549 84,535 83,383

48,204 48,355 48,430 48,336 48,419 48,450 48,364 48,260 48,220 48,212

162,867 161,520 159,936 158,218 156,711 154,932 153,311 151,644 149,986 148,284

1,076 1,064 1,003 939 841 918 900 883 869 852

1,212 1,069 1,081 1,003 956 847 924 906 889 875

1,149 1,208 1,055 1,067 995 945 838 914 896 880

1,266 1,150 1,196 1,046 1,061 986 939 833 908 890

1,293 1,266 1,139 1,216 1,051 1,061 989 942 835 911

1,259 1,284 1,270 1,135 1,205 1,042 1,057 985 938 832

7,255 7,041 6,744 6,406 6,109 5,799 5,647 5,463 5,335 5,240
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　本計画では、こども基本法の趣旨を踏まえ、こども・若者の権利を尊重し、全てのこども・若者の幸せ
や健やかな成長を応援するとともに、これから子育てをする人や子育て家庭が、安心してこどもを産み
育てることができるまちづくりを推進するため、「すべてのこどもが夢と希望を持ち　こどもの笑顔が
輝くまち　松阪」を、めざす姿として設定します。

　めざす姿の実現に向けて、さまざまな分野において施策を展開するにあたり、
その取組の基礎となる考え方や約束事を「計画推進の原則」として掲げます。

めざす姿と計画推進の原則5

計画推進の原則

 

【めざす姿】
すべてのこどもが夢と希望を持ち
こどもの笑顔が輝くまち　松阪

❶
こどもの最善の利益を考慮する

❷
こどもの意見を聴き、

対話しながらともに進める

❸
ライフステージに応じて切れ目なく支援し、
すべてのこどもの健やかな成長を支える

❹
こどもと子育て家庭をともに社会全体で支援する

❺
多様な価値観、考え方を

尊重することを大前提として取り組む

こどもには、自分に直接関係のあることに自由に意見を
表明する権利があります。

こどもが、安全に安心して意見を述べることができる場や
機会をつくり、対話しながら意見形成を支援し、
その意見を尊重して施策を進めていきます。

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期におけるさまざまな学びや体験を通じて育ち、
若者として社会生活を送るようになり、

自立した社会生活を送るおとなへと成長します。
こうした成長の過程は、その置かれた環境に依存して人によりさまざまであり、

かつ、乳幼児期からの連続性を持つものです。
　それぞれのこども・若者の状況に応じた必要な支援を切れ目なく行い、健やかな成長を支えます。

結婚や妊娠、出産を含めた生き方については、
個人の自由な意思決定に基づくものであり、家族のあり方も多様化しています。

さまざまな考え方や価値観を尊重することを大前提として、
取組を進めます。

 こどもの権利を守り、こどもの豊かな育ちを支えるうえで、
保護者は重要な役割を果たしています。
仕事との両立や経済的な負担などにより、

保護者が過度な不安や負担を感じることなく、こどもと
　向き合うゆとりを持ちながら子育てできるよう支援します。

保護者、学校関係者、事業者、子ども・子育て支援団体及び市民等は、
相互に連携し、及び協働するよう努めるものとし、市は、

　これらと連携し、及び協働して行われる取組を支援します。

こどもを権利の主体としてとらえ、その権利を保障し、
最善の利益を考慮します。
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　めざす姿に基づき、松阪市こども計画の施策の体系を示します。

施策の体系6 目標指標 【計画全体の成果指標】7
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施策分野

ライフステージを
通じた取組

❶

ライフステージ別の
取組

❷

子育て当事者への
支援に関する取組

❸

施策

（１）こどもが権利の主体であることの社会全体での共有等
・人権教育ネットワーク推進事業、人権啓発事業等

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
・こどもの体験活動の推進等

（３）こどもへの必要な保健・医療の提供
・未熟児養育医療給付事業、
　休日夜間応急診療所管理運営事業等

（４）こどもの貧困対策
・生活困窮世帯学習支援事業「学習室」、就学援助費等

（５）障がい児支援・医療的ケア児等への支援
・障害福祉サービス、育ちサポート推進事業等

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
・こども家庭センター運営事業、要保護児童対策事業等

（７）こどもの自死対策、犯罪などからこどもを守る取組
・地域自死対策強化事業、青少年健全育成事業等

（１）こどもの誕生前から幼児期まで
・産前産後サポート事業、子育て世帯訪問支援事業等

（２）学童期・思春期
・小学校長期休業子どもの居場所づくり事業、
　不登校・いじめ等対策事業等

（３）青年期
・若者チャレンジ松阪創造事業費等

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減
・児童手当、三世代同居・近居支援補助金等

（２）地域子育て支援、家庭教育支援
・ファミリーサポートセンター事業等

（３）共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
・育児休業取得の推進、子育て応援事業者認定・表彰事業費等

（4）ひとり親家庭への支援
・児童扶養手当、ひとり親家庭支援事業［ＬＩＮＥ（ライン）での発信］等

単位

小学生
相談できると思う人がいる割合

91.6
（注1）

95.0

95.0

90.0

80.0

100.0

93.4
（注2）

84.7
（注3）

74.2
（注4）

97.4
（注5）

％

％

％

％

％

➡

➡

➡

➡

➡

中学生
相談できると思う人がいる割合

こども・若者
「生活に満足している」と思う
こども・若者の割合

小中学生
「将来の夢や目標を持って
いる」とした児童生徒の割合

松阪市で今後も子育てして
いきたいと思う保護者の割合

※注1、2　小中学生アンケート結果

※注3　こども・若者アンケート結果、生活全般の満足度「☆５」以上の割合

※注4、5　松阪市総合計画（令和6年度～令和9年度）指標

目標の
方向 現状 目標

（令和11年度）






